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作業専門官になろう。
―作業専門官（国家公務員　法務技官）募集中―

http://www.moj.go.jp

作業専門官は，刑事施設（刑務所，少年刑務所又は拘置所）において，被収容者に対する作業教育，
職業訓練等の指導並びに作業の安全衛生及び企画等の業務に従事する，国家公務員です。


